
 

 大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（平成 17 年 10 月５日付厚

生労働省発社援第 1005003 号。以下「社会福祉施設整備要綱」という。）、次世代育成支援対策

施設整備交付金交付要綱（平成 20 年６月 12 日付厚生労働省発雇児第 0612001 号。以下「次世

代交付金要綱」という。）、社会福祉法人の助成に関する条例（平成 11 年大阪市条例第 16 号。

以下「条例」という。）、社会福祉法人の助成に関する条例施行規則（平成 11年大阪市規則第３

９号。）及び大阪市補助金等交付規則（平成 18年大阪市規則第７号。以下「交付規則」という。）

に定めるもののほか、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)の交

付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助金の交付） 

第２条 市長は、別表１及び別表２の区分欄に掲げる施設又は事業所を設置する同表の設置者欄

に掲げる者が行う、それぞれ同表の整備内容欄に掲げる当該施設又は事業所に係る施設整備事

業（以下「補助事業」という。）に対する補助金について、予算の範囲内で交付する。 

 

（補助額） 

第３条 補助金の額は、補助事業の区分に応じて、次の各号に掲げる額のいずれか低い額とする。

ただし、市長が特に必要と認めたときは、加算をすることがある。  

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額。     

ア 別表 1に掲げる施設の場合 

(ｱ) 別表 1中の補助事業のうち、創設、増築、増改築、改築、拡張、老朽民間社会福祉施設

等整備及び避難スペース整備の各整備内容 

社会福祉施設整備要綱第２－６－（１）－アにより算定された額に社会福祉施設整備要

綱第２－４－（１）の表の⑥欄に定める県補助率を乗じて得た額と、社会福祉施設整備要

綱第２－６－（１）－イにより算出した額とを比較していずれか少ないほうの額の施設の

種類ごとの額。 

ただし、地域交流スペースの整備を行うときは、総事業費（対象経費の実支出額）（寄付

金その他の収入額を控除した額）のうち地域交流スペースの整備に係る額と、次のＡ～Ｄ

の地域交流スペースに係る基準額と比較していずれか少ない方の額を加算する。 

Ａ 防災拠点型以外の地域交流スペースの場合（Ｂの場合を除く。）28,300千円（初度設備相

当を併せて整備する場合は 29,810千円） 

Ｂ 防災拠点型以外の地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海トラフ地震に

係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）第 12 条に基づく津

波避難対策緊急事業計画に掲げる整備を行う場合 39,390 千円（初度設備相当を併せて整備

する場合は 40,900千円） 

Ｃ 防災拠点型地域交流スペースの場合（Ｄの場合を除く。）38,300千円（初度設備相当を併

せて整備する場合は 42,400千円） 

Ｄ 防災拠点型地域交流スペースの場合で、かつ、耐震化等整備又は南海トラフ地震に係る地

震防災対策の推進に関する特別措置法第 12 条に基づく津波避難対策緊急事業計画に掲げる



整備を行う場合、54,360千円（初度設備相当を併せて整備する場合は 58,460千円） 

(ｲ) 別表１中の補助事業のうち、大規模修繕等、スプリンクラー設備等整備、応急仮設施設整

備の各整備内容 

 社会福祉施設整備要綱第２－６－(３)－アにより選定された額を合算した額と、総事業費か

ら寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、社会福祉施設整備要綱

第２－４－（１）の表の⑥欄に定める県補助率を乗じた額｡ 

イ 別表２に掲げる施設の場合 

補助の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、次世代交付

金要綱８－（４）－イ及び次世代交付金要綱９で定める基準により算出した額に２を乗じて

さらに４分の３を乗じて得た額。 

(2) 補助事業に要した費用の額 

２ 前項第１号における額の算出において、補助事業が複数年度にわたる場合は、補助事業の初年

度単価を適用する。 

 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市民間社会福祉施設整備費補助金交付申請書

〔様式第１号〕」及び「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付申請書（別紙）〔様式第２

号〕に交付規則第４条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに市長に提出しなければな

らない。なお、２か年以上の継続事業においては、前年度の３月 31日までに提出するものとす

る。 

２ 同条第４号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。 

（１）施設の名称及び所在地 

（２）施設種別 

（３）整備を必要とする理由 

（４）補助金を必要とする理由 

３ 同条の市長が必要と定める添付書類は、次のとおりとする 

（１）事業計画書 

（２）工事契約書又は工事見積書 

（３）設計管理契約書又は設計管理見積書 

（４）設備整備等見積書 

（５）建物面積表及び建物設計書 

（６）当該事業に関し、他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類 

（７）当該事業に関係する予算書 

（８）当該年度及び前年度の法人予算書 

（９）前年度の法人収支計算書等 

（10）２か年以上の継続事業の場合は、当該事業に関係する前年度収支計算書 

（11）法人財産目録 

（12）定款（又は寄付行為） 

 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請に係る書類の審査、

必要に応じて行う現地調査等により法令等に違反しないか、補助事業の目的、内容等が適正で



あるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助を行うべきものと認めたと

きは補助金の交付の決定を行う。なお、補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、

交付規則第５条第４項の通常要すべき標準的な期間は、30日とする。 

２ 交付規則第６条第１項第１号の「市長が認める軽微な変更」は、次のとおりとする。ただし、

総事業費が増える場合を除く。 

（１）施設の最低基準に規定されている部屋以外の変更 

（２）施設の最低基準に規定されているが、それを満たし、なおかつ使いやすくなる変更の場合 

３ 同条第３項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業により取得し、または効能の増加した価格が単価 30万円以上の機械及び器具につ

いては、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号）第 14

条第１項第２号により厚生労働大臣が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過

するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸付け、または担保に供してはならない。 

（２）補助事業により取得し、または効能の増加した財産については、事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図ること。 

４ 市長は、補助金の交付を決定したときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付決定

通知書〔様式第３号〕」により通知し、補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、「大阪市

民間社会福祉施設等整備費補助金不交付決定通知書〔様式第４号〕により通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第８条第１

項の規定により申請の取下げようとするときは「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付

申請取下書〔様式第５号〕」により行うものとする。 

２ 同条第１項の「市長が定める期日」は、補助金の交付の決定を受けた者が交付決定通知書を

受けた日の翌日から起算して 30日以内とする。 

 

（補助金交付） 

第７条 市長は、補助事業が完了したときに補助金を交付する。ただし、市長が特に必要と認め

る場合は、第５条第４項又は第９条により交付決定した額の範囲内で概算払いにより交付する

ことができる。 

 

（補助事業の変更等） 

第８条 補助事業者は、交付規則第６条第１項第１号の交付条件に基づき補助事業の内容を変更

しようとするときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業内容変更承認申請書

〔様式第６号〕」により行うものとし、同項第２号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止

しようとするときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業中止・廃止承認申請書

〔様式第７号〕」により行うものとする。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付規則第９条の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、

又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市民間社会福祉施設等整

備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第８号〕」により行うものとする。 



 

（事業繰越） 

第 10条 補助事業者は、天災その他やむを得ない事由が生じ、補助事業の完了が年度内に見込

めない場合は、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業繰越承認申請書〔様式第９

号〕」により市長に事業繰越を申請することができる。 

２ 市長は、前項の申請を受け、事業繰越が必要と認めるときは、「大阪市民間社会福祉施設等

整備費補助金補助事業繰越承認通知書〔様式第 10号〕」により、事業繰越の承認及びこれに

付した条件を通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の申請を受け、事業繰越が必要ないと認めるときは、「大阪市民間社会福祉

施設等整備費補助金補助事業繰越不承認通知書〔様式第 11号〕」により通知するものとす

る。 

 

（出来高払い） 

第 11条 市長は、前条第２項の規定により事業繰越の承認をしたときは、第７条の規定にかかわ

らず、第５条第４項又は第９条により交付決定した額の範囲内で工事費出来高に応じた確定払

いにより交付することができる。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第 12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

（立入検査等） 

第 13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に

対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち

入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（実績報告） 

第 14 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、第 10 条第２項により事業繰越の承認を受け

たとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金実

績報告書〔様式第 12号〕」に交付規則第 14条に掲げる事項を記載し、事業完了又は年度の末日

から 10日以内に、市長に報告しなければならない。 

２ 同条第５号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。 

（１）施設の名称及び所在地 

（２）施設種別 

３ 同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。 

（１）事業実績報告書 

（２）収支決算書 

（３）工事請負契約書の写し 

（４）設計管理契約書の写し 

（５）当該事業に関し、他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類 

（６）建物内外主要部分の写真 

（７）建物面積表及び建物設計書 

（８）支払い関係書類等写し及び領収書写し 



（９）建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項による検査済証の写し（ただし、建築確認

申請の対象とならない場合又は２カ年以上にわたる整備事業のため検査済証が未交付の場

合を除く。） 

（10）工事工程表ならびに工事完成写真（ただし、２カ年以上の継続事業のため工事完成してい   

ない場合、年度末時点における工事施工箇所の現況写真とする。） 

 

（補助金の額の確定等） 

第 15条 市長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めるときは、「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金額確定・出来

高確定通知書〔様式第 13号〕」により補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項により確定した補助金額が交付額を下回る場合は、補助事業者に対して、交付

額と確定額の差額の戻入を求めるものとする。戻入を求められた補助事業者は、市長の発行す

る納付書により、20日以内に差額を納付しなければならない。 

 

（精算報告） 

第 16 条 第７条の規定に基づき補助事業の完了前に補助金の全部または一部の交付を受けた補

助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪

市民間社会福祉施設等整備費補助金精算書〔様式第 14 号〕」を作成しなければならない。ただ

し、年度の末日まで補助事業が行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の

属する年度の末日に作成するものとする。 

２ 補助事業者は、前項精算書を当該補助事業の完了後 20日以内（補助事業等が継続して行われ

ている場合には各年度の末日から 20日以内）に市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記

し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないと

きは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。 

４ 市長は、第１項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余

又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。 

５ 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 20日以内に、剰

余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければなら

ない。 

６ 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から 30日

以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（支払報告） 

第 17条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払

を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市民間社会福祉等施設整備費補助金支

払報告書〔様式第 15 号〕」を市長に提出しなければならない。ただし、概算払により補助金の

交付を受けた場合は、提出の必要はない。 

 

（決定の取消し） 

第 18 条 市長は、交付規則第 17 条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取

り消すときは、「大阪市民間社会福祉等施設整備費補助金交付決定取消通知書〔様式第 16 号〕」



により通知するものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第 19 条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、

第 15条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 

 

（仕入控除税額の報告） 

第 20条 補助事業者が、補助金の交付後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額０円の場合を含む。）

は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書〔様式第 17号〕」により速やかに、遅く

とも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月 30 日までに市長に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税

の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。 

２ 市長は、前項の報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合に

は、当該仕入控除税額を納付させなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第 21条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は増加した財産の処分については、交付規則第

21条の規定によるもののほか、平成 20年４月 17日付け会発第 0417001号厚生労働省大臣官房

会計課長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の規定によるもの

とする。 

 

付則 

この要綱は、昭和 37年９月 19日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成 16年４月１日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成 18 年４月１日から施行し、平成 18 年度以降の予算により支出する補助金につ

いて適用する。 

 付則  

１ この要綱は平成 19年８月１日から施行する。 

２ 平成 18年度からの継続事業の金額については、前項の規定にかかわらず、この要綱による改

正前の「大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱」を適用する。 

付則 

この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成 23年 12月 12日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 



付則 

この要綱は、平成 26年５月 30日から施行する。 

 付則 

この要綱は、平成 26年 10月 24日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 29年２月３日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 29年 11月 22日から施行する。 

 附則 

この要綱は、令和２年 10月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和４年６月 21日から施行し、令和４年度以降の予算により支出する補助金につい

て適用する。 

 附則 

この要綱は、令和５年８月 22日から施行し、令和５年度以降の予算より支出する補助金について

適用する。 

 附則 

この要綱は、令和６年６月 13日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 



別表１ 

 社会福祉施設整備要綱に基づく補助金 

区分 設置者 整備内容 

生活保護法（昭和 25年法律第

144 号）第 38 条第１項に規定

する保護施設（同項第３号に

規定する医療保護施設を除

く。） 

社会福祉法人又は日本赤十字

社 

社会福祉施設整備要綱第２－

３－(1)に規定する施設整備 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律（平成 17年法律第 123号。

以下「障害者総合支援法」とい

う。）第５条第１項に規定する

障害福祉サービス事業（同条

第６項に規定する療養介護、

同条第７項に規定する生活介

護、同条第 12項に規定する自

立訓練、同条第 13項に規定す

る就労移行支援若しくは同条

第 14項に規定する就労継続支

援に限る。）を行う事業所 

障害者総合支援法第 79条第２

項に基づき事業を実施する法

人（社会福祉法人。医療法人、

日本赤十字社、公益社団法人、

一般社団法人、公益財団法人、

一般財団法人、NPO法人、営利

法人等） 

 

社会福祉施設整備要綱第２－

３－(2)に規定する施設整備 

障害者総合支援法第５条第 11

項に規定する障害者支援施設 

地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）第 348 条第２項第 10

の４号及び第 10の６号の規定

により固定資産税を課されな

いこととされている法人 

同上 

障害者総合支援法第５条第８

項に規定する短期入所、同条

第 17項に規定する共同生活援

助、同条第 18項に規定する相

談支援を行う事業所 

障害者総合支援法第 79条第２

項に基づき事業を実施する法

人（社会福祉法人。医療法人、

日本赤十字社、公益社団法人、

一般社団法人、公益財団法人、

一般財団法人、NPO法人、営利

法人等） 

社会福祉施設整備要綱第２－

３－(3)に規定する施設整備 

上記に該当する施設のために

設置された平成 17年 10月５

日社援発第 1005010号厚生労

働省社会・援護局長通知「社

会福祉施設等における応急仮

設施設整備の国庫補助の取扱

いについて」の３に規定する

応急仮設施設 

本表中の施設の種類ごとに定

められている設置者 

本表中の施設の種類ごとに定

められている整備内容 

   



別表２ 

 次世代交付金要綱に基づく補助金 

区分 設置者 整備内容 

児童福祉法(昭和 22年法律第

164号)第７条に規定する障

害児入所施設 

社会福祉法人、日本赤十字社、

公益社団法人又は公益財団法

人 

次世代交付金要綱５に規定す

る施設整備 

児童福祉法(昭和 22 年法律第

164号)第７条に規定する児童

発達支援センター並びに第６

条の２の２第２項に規定する

児童発達支援及び同条第４項

に規定する放課後等デイサー

ビスを行う事業所 

児童福祉法第 34 条の３第２

項に基づき事業を実施する法

人（社会福祉法人、医療法人、

日本赤十字社、公益社団法人、

一般社団法人、公益財団法人、

一般財団法人、NPO法人、営利

法人等） 

同上 

児童福祉法第６条の２の２第

６項に規定する保育所等訪問

支援、同条第７項に規定する

障害児相談支援を行う事業所 

同上 同上 

 



〔様式第１号〕 

 

  年  月  日 

 

大阪市長  

 

法 人 名 

法人所在地 

代表者氏名                

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付申請書 

 

 標題について交付を受けたいので、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７

号）第４条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 申請額       金         円 

 

２ 施設名称及び所在地 

 

３ 施設種別 

 

４ 整備を必要とする理由  

（別紙【様式２】のとおり） 

 

５ 補助金を必要とする理由 

 （別紙【様式２】のとおり） 

 

６ 添付書類 

（１）  事業計画書 

（２）  工事契約書又は工事見積書 

（３）  設計管理契約書又は設計管理見積書 

（４）  設備整備等見積書 

（５）  建物面積表及び建物設計書 

（６）  当該事業に関し、他に助成を受ける予定の場合は、その助成・内容がわかる書類 

（７）  当該事業に関係する予算書 

（８）  当該年度及び前年度の法人予算書 

（９）  前年度の法人収支計算書等 

（10） ２か年以上の継続事業の場合は、当該事業に関係する収支計算書 

（11） 財産目録 

（12） 定款（又は寄附行為） 



〔様式第２号〕 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付申請書 (別紙) 

 

 

（法 人 名）           

                    （施設・事業所名）   

 

１ 整備を必要とする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助金を必要とする理由 

 



〔様式第３号〕 

大阪市指令福祉第   号 

    年   月   日 

法人名 

代表者名 様 

 

大阪市長  

（担当：福祉局○○○○部○○○○担当） 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金につ

いては、次のとおり交付することを決定したので、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要

綱第５条第４項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付額       金            円 

 

２ 補助金交付の条件 

（１） この補助金は、補助対象事業（以下「補助事業」と言う）である（法人名）が行う

（補助事業名）として交付するものであり、申請書記載の内容と相違することのない

ように使用すること。 

（２） 補助事業の内容を変更する場合、若しくは補助事業に要する経費の配分を変更する

場合には、市長の承認を受けること。 

（３） 補助事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

（４） 補助事業が予定の年度内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難となった場

合は速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（５） 補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械及び

器具については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令

第２５５号）第１４条第１項第２号により厚生労働大臣が別に定める期間の考え方を

準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、または担保に供してはならない。 

（６） 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても、善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図ること。 

（７） 市長が、補助金にかかる執行の適正を期するため、報告を求め、又は本市職員に事業所、

事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必

要があると認めたときは、これに協力すべきこと。 

（８） その他、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号）及び大阪市民間

社会福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定を遵守すべきこと。 

 

 



 

３ その他 

（１） 大阪市補助金等交付規則第１１条の規定により、補助事業にかかる経費の収支を明

らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金の額の確定通知書を受けた日から５年

間保存すること 

（２） 本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受け取っ

た日の翌日から起算して３０日以内に申請の取下げをすることができる。 

 



〔様式第４号〕 

大福祉第      号 

  年  月  日 

 

法人名 

代表者名  様 

 

大阪市長  

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金不交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のありました大阪市民間社会福祉施設整備費補助金に

ついては、次の理由により交付しないことに決定しましたので、大阪市民間社会福祉施設等

整備費補助要綱第５条第４項の規定により通知します。 

 

記 

 

 

１ 交付しない理由 

 

 

 



〔様式第５号〕 

  年  月  日 

 

大阪市長  

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者氏名            

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付申請取下書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて通知のありました大阪市民

間社会福祉施設整備費補助金の交付決定については、大阪市補助金等交付規則第８条の規定

及び大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱第６条の規定により、次のとおり申請を取り

下げます。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日        年  月  日 

 

２ 取下げの理由 

 



〔様式第６号〕 

    年  月  日 

 

大阪市長  

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者氏名               

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業内容変更承認申請書 

 

 

     年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受けた

補助事業について、次のとおり変更する必要がありますので、大阪市民間社会福祉施設等整

備費補助要綱第８条の規定により、大阪市長の承認を申請します。 

 

記 

 

 

１ 変更する内容及びその理由 

 



〔様式第７号〕 

  年  月  日 

 

 

大阪市長  

 

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者氏名 

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業中止・廃止承認申請書 

 

 

     年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受け

た補助事業について、次のとおり中止・廃止する必要がありますので、大阪市民間社会福祉

施設等整備費補助要綱第８条の規定により、大阪市長の承認を申請します。 

 

 

記 

 

１ 中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間） 

 

 



〔様式第８号〕 

大阪市指令福祉第    号 

      年   月   日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

大阪市長        

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

     年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて交付決定しました大阪市民

間社会福祉施設等整備費補助金について、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱第９条

の規定により、次のとおり取消し・変更することを決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 取消し・変更の内容 

 

 

２ 取消し・変更の理由 

 



〔様式第９号〕 

  年  月  日 

 

 

大阪市長  

 

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者氏名 

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業繰越承認申請書 

 

 

     年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受け

た補助事業について、次のとおりやむを得ず補助事業の一部を繰越したいので、大阪市民間

社会福祉施設等整備費補助要綱第１０条第１項の規定により、大阪市長の承認を申請します。 

 

 

記 

 

１ 交付決定額 

 

２ 出 来 高 

 

３ 今年度見込額 

 

４ 翌年度繰越額 

 

５ 繰 越 理 由 

 

 



〔様式第１０号〕 

大阪市指令福祉第    号 

    年   月   日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

大阪市長        

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業繰越承認通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のありました大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金

補助事業繰越承認申請ついては、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱第１０条第２項

の規定により、次のとおり繰越することを承認しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 繰越承認内容 

 

 

２ 繰越承認条件 

 

 



〔様式第１１号〕 

大阪市指令福祉第    号 

    年   月   日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

大阪市長        

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金補助事業繰越不承認通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のありました大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金

補助事業繰越承認申請ついては、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱第１０条第３項

の規定により、承認しないこととしましたので通知します。 

 

記 

 

１ 承認しない理由 

 

 



〔様式第１２号〕 

  年  月  日 

 

 

大阪市長  

 

                 所 在 地 

             法 人 名 

             代表者氏名 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金実績報告書 

 

 

  年  月  日付大阪市指令福祉第    号で交付決定を受けた標記補助金に

かかる事業の実績について大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号）第１４

条及び大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱第１４条の規定により、関係書類を添えて

報告します。 

 

 

記 

 

１ 補助金額     金           円 

 

２ 施設の名称及び所在地 

 

３ 施設種別 

 

４ 添付書類 

（１） 事業実績報告書 

（２） 収支決算書 

（３） 工事請負契約書の写し 

（４） 設計管理契約書の写し 

（５） 当該事業に関し、他に助成を受ける予定の場合は、その助成・内容がわかる書類 

（６） 建物面積表及び建物設計書 

（７） 建物内外主要部分の写真 

（８） 支払い関係書類等写し及び領収書写し 

（９） 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項による検査済証の写し（ただし、建築

確認申請の対象とならない場合又は２カ年以上にわたる整備事業のため検査済証が未交

付の場合を除く。） 

（10） 工事工程表ならびに工事完成写真（ただし、２カ年以上の継続事業のため工事完成してい  

ない場合、年度末時点における工事施工箇所の現況写真とする。） 

 

 



〔様式第１３号〕 

大福祉第      号 

  年  月  日 

 

 

法人名 

代表者名 様 

 

 

大阪市長  

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金額確定・出来高確定通知書 

 

 

     年  月  日付け大阪市指令福祉第   号にて交付決定しました大阪市民間

社会福祉施設等整備費補助金については、次のとおり補助金額を確定しましたので、大阪市

民間社会福祉施設等整備費補助要綱第１５条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 確定金額     金           円 

 



〔様式第１４号〕 

  年  月  日  

 

大阪市長  

 

所   在   地 

法  人   名 

法人代表者名               

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金精算書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受けま

した補助事業について、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱第１６条の規定により、

次のとおり精算内容を提出します。 

 

記 

 

 

１ 精算内容  受領額          金        円 

        支出額          金        円 

        差引剰余（又は付則）額  金        円 

 

２ 添付書類 

（１）収支決算 



〔様式第１５号〕 

  年  月  日 

 

大阪市長  

所 在 地 

所  在  地 

法  人   名 

法人代表者名            

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金支払報告書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受けま

した補助事業について、当該補助事業に係る支払が完了しましたので、大阪市民間社会福祉

施設等整備費補助要綱第１７条の規定により、領収書及び振込金受領書の写しを添えて報告

をします。 

 

 



〔様式第１６号〕 

大福祉第      号 

  年  月  日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

                    大阪市長  

 

 

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金交付決定取消通知書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて交付決定しました大阪市民

間社会福祉施設等整備費補助金については、次のとおり取消しすることを決定しましたので、

大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱第１８条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 １ 取消しの内容 

 

 

 ２ 取消しの理由 

 

 



〔様式第１７号〕 

 

    年  月  日  

 

大阪市長  

 

所 在 地                

法 人 名                

法人代表者名                

 

  

    消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令福祉第    号にて補助金の交付決定を受けました

補助事業について、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱第２０条の規定により、次のとお

り報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付額 

 

金            円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額

（要補助金返還額） 

 

金            円 

 

３ 添付書類 

（１）２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し（確定申告後に

修正申告等を行った場合にはその修正申告の写し等） 

（２）２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の積算内訳等 

（３）その他市長が必要とするもの。 

 

 

 


